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（趣旨） 
第１条 この規程は、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学職員給与規程

（平成１６年規程第５６号。以下「給与規程」という。）の特例を定める。 
 
（職員給与規程の特例） 
第２条 この規程の施行の日から平成２６年３月３１日までの間（以下「特例

期間」という。）においては、給与規程第６条第１項各号に掲げる基本給表の

適用を受ける職員に対する基本給月額（国立大学法人奈良先端科学技術大学

院大学職員給与規程の一部を改正する規程（平成１８年４月１日施行。以下

「平成１８年改正規程」という。）附則第９項の規定による基本給を含み、当

該職員が給与規程第２９条第１項の規定の適用を受ける者である場合にあっ

ては、同項の規定により半額を減ぜられた基本給月額（平成１８年改正規程

附則第９項の規定による基本給を含む。）をいう。以下同じ。）の支給にあた

っては、基本給月額から、基本給月額に、当該職員に適用される次の表の左

欄に掲げる基本給表及び同表の中欄に掲げる職務の級又は号俸の区分に応じ

それぞれ同表の右欄に定める割合（以下「支給減額率」という。）を乗じて得

た額に相当する額を減ずる。 
 

基本給表 職務の級又は号俸 割合 

教育職基本給表 
２級以下 １００分の４．７７ 
３級及び４級 １００分の７．７７ 
５級以上 １００分の９．７７ 

一般職基本給表 
２級以下 １００分の４．７７ 
３級から６級まで １００分の７．７７ 
７級以上 １００分の９．７７ 

医療職基本給表 
２級以下 １００分の４．７７ 
３級から６級まで １００分の７．７７ 
７級 １００分の９．７７ 

指定職基本給表 全ての号俸 １００分の９．７７ 
 

２ 特例期間においては、給与規程に基づき支給される給与のうち次に掲げる

給与の支給にあたっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定め

る額に相当する額を減ずる。 



（１）管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に１００分の１０を乗じて得

た額 
（２）地域手当 当該職員の基本給月額に対する地域手当の月額に当該職員の

支給減額率を乗じて得た額及び当該職員の管理職手当に対する地域手当の

月額に１００分の１０を乗じて得た額 
（３）期末手当 当該職員が受けるべき期末手当の額に、１００分の９．７７

を乗じて得た額 
（４）勤勉手当 当該職員が受けるべき勤勉手当の額に、１００分の９．７７

を乗じて得た額 
（５）給与規程第３０条第１項から第５項までの規定により支給される給与 

当該職員に適用される次のイからニまでに掲げる規定の区分に応じ当該イ

からニまでに定める額 
  イ 給与規程第３０条第１項 前項及び前各号に定める額 
  ロ 給与規程第３０条第２項 前項並びに第２号及び第３号に定める額に

１００分の８０を乗じて得た額 
  ハ 給与規程第３０条第３項 前項及び第２号に定める額に、同条第３項

の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額 
  ニ 給与規程第３０条第４項又は第５項 前項並びに第２号及び第３号に

定める額に、同条第４項又は第５項の規定により当該職員に支給される

給与に係る割合を乗じて得た額 
３ 特例期間においては、給与規程第２１条から第２２条の２まで及び第２８

条に規定する勤務１時間当たりの給与額は、給与規程第２６条の規定にかか

わらず、同条の規定により算出した給与額から、同条の規定により算出した

給与額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とす

る。 
４ 特例期間においては、給与規程附則第６項の規定の適用を受ける職員に対

する第１項、第２項第２号から第５号まで及び前項の規定の適用については、

第１項中「、基本給月額に」とあるのは「、基本給月額から給与規程附則第

６項第１号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第２項第２号中「基

本給月額に対する地域手当の月額」とあるのは「基本給月額に対する地域手

当の月額から給与規程附則第６項第２号に定める額に相当する額を減じた

額」と、同項第３号中「期末手当の額」とあるのは「期末手当の額から給与

規程附則第６項第４号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第４号

中「勤勉手当の額」とあるのは「勤勉手当の額から給与規程附則第６項第５

号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第５号イ中「前項及び前各

号」とあるのは「第４項の規定により読み替えられた前項及び前各号」と、

同号ロ及びニ中「前項並びに第２号及び第３号」とあるのは「第４項の規定

により読み替えられた前項並びに第２号及び第３号」と、同号ハ中「前項及

び第２号」とあるのは「第４項の規定により読み替えられた前項及び第２号」

とする。 
 



（端数計算） 
第３条 この規程により給与の支給にあたって減ずることとされる額を算定す

る場合において、当該額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨て

るものとする。 
 
 

附 則 
この規程は、平成２４年７月１日から施行する。 

 


